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2019年 7月 1日 
各位 
 

東京都港区六本木一丁目 6番 1号  
SBIマネープラザ株式会社  

代表取締役執行役員社長 太田 智彦  
 

住宅ローンお借入れ、お借換えで現金 1万円の 
キャッシュバックキャンペーン実施のお知らせ 

 
SBIマネープラザ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役執行役員社長：太田 智彦、以下

「当社」といいます。）は、2019年 7月 1日(月)から対象の住宅ローンをお借入れ、お借換え 
をしていただいたお客さまに現金 1万円をキャッシュバックするキャンペーンを実施いたしま
す。 
 
当社では、住信 SBIネット銀行株式会社（以下「住信 SBIネット銀行」といいます。）ならで

はの魅力的な金利及び先進医療特約付き団体信用生命保険・全ての病気やケガをカバーする全疾
病保障（※1）・傷害補償付きの「ミスター住宅ローン REAL」や、ずっと固定金利と全疾病保障
（※１）のダブルの安心の「フラット３５(買取型)」「フラット３５(保証型)」を、全国 10ヵ所
の住宅ローン取扱店舗（※2)にてお取扱いしています。住宅ローン専門スタッフがお客さまの
ニーズに合わせた最適なプランを対面にてご提案し、お申込みからお借入れ・お借換えまで丁寧
にサポートさせていただきますので、インターネットでの手続きがご不安なお客さまにも大変ご
好評をいただいております。 

 
当社は、今後も一人ひとりに最適な金融商品を提供する「日本最大の金融商品ディストリビュ

ーター」を目指し、魅力ある商品・サービスの提供を通じて、「顧客中心主義」の徹底に努めて
まいります。 
 
 
＜キャンペーン概要＞ 
 
【対象期間】 
借入実行期間 2019 年 7月 1 日(月) ～ 2019 年 9 月 30日(月)  

 
【対象となるお客さま】 
上記対象期間中に住信 SBIネット銀行の「ミスター住宅ローン REAL」「フラット３５(買取型)」
「フラット３５(保証型)」のいずれかを 1,000万円以上お借入れ、お借換えしていただいたお  
客さま 

 
【特典】 
現金 1万円 

 
【特典提供方法】 

2019 年 11月末頃に、お客さまの住信 SBIネット銀行の代表口座円普通預金口座に入金予定 
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【ご注意事項】 
・キャンペーンページ、ご来店のご予約はこちらをご確認ください。 
・金融情勢などによってはキャンペーン内容を変更または中止する場合があります。 
・お申込み時のお借入れ希望金額・お借換え希望金額が 1,000万円以上であっても、実際のお
借入れ金額・お借換え金額が 1,000万円を下回った場合は対象外となります。 

・ミスター住宅ローン REALをペアローンでお借入れ・お借換えのお客さまは、それぞれのお
借入れ金額・お借換え金額が 1,000万円以上であれば、それぞれのお客さまがキャンペーン
対象となります。 

・ミスター住宅ローン REALをミックス・ローンでお借入れ・お借換えのお客さまもキャンペ
ーン対象です。ただし、それぞれのお借入れ金額・お借換え金額が 1,000万円以上であって
も特典金額は 1万円となります。 

・フラット３５（買取型）とミスターパッケージローンを併用される場合は、その合計で 1,000 
万円以上のお客さまが対象となります。 

・フラット３５（保証型）やフラット３５（買取型）のお借入れ・お借換えの場合、契約者が複
数名であっても、特典金額は 1万円となります。 

・本キャンペーンと同一の取引を対象とする他のキャッシュバックキャンペーンとの併用はで 
きません。 

・特典提供時点で住信 SBIネット銀行の代表口座円普通預金口座を解約されていた場合は対象
外となります。 

・キャンペーンは 7月～9月のお借入れ・お借換えが対象です。対象期間外のお借入れ・お借換
えはキャンペーン対象外となります。 

・特典は課税の対象となる場合がありますので、所轄税務署にお問合せください。 
・本キャンペーンについてご不明点等ございましたら、住宅ローン取扱店舗へお問合わせくだ 
 さい。 
・SBI マネープラザでは「ネット専用ローン」、「ミスター住宅ローン」、「提携住宅ローン」の 
お取扱いはございません。 

・「ミスター住宅ローン」または「ミスター住宅ローン REAL」から「ミスター住宅ローン REAL」 
 または「フラット３５(保証型)」へのお借換えはできません。 
 
※1団体信用生命保険・全疾病保障は、精神障がいが対象外になるなど、条件によっては保険金・見舞金がお支払いさ

れない場合があります。ご加入にあたりましては、詳しい保障内容やお客さまの不利益となる事項が記載された「被
保険者のしおり」の「契約概要」「注意喚起情報」を必ずお読みください。また、先進医療特約は保険会社の判断に
より付帯できない場合があり、お客さまお一人につき一つのため既に先進医療特約に加入されている場合は付帯さ
れません。 

※2銀行代理業の許可を得ている店舗(新宿中央支店、新宿東住宅ローンプラザ、秋葉原支店、大宮住宅ローンプラザ、
横浜住宅ローンプラザ、浜松住宅ローンプラザ、名古屋支店、大阪支店、神戸住宅ローンプラザ、福岡中央支店)
のみでのお取扱いになります。 

 
【銀行代理業の概要】 
所属銀行  ：住信 SBIネット銀行株式会社 
銀行代理業者：SBIマネープラザ株式会社 
許可番号  ：関東財務局長(銀代)第 268号 
取扱業務  ：円普通預金及び円定期預金の受入れを内容とする契約締結の媒介（勧誘及び受付)（※） 並びに資金の

貸付けを内容とする契約締結の媒介（勧誘及び受付）  
※ただし、住宅ローン取引に付随するものに限ります。 
当社は、銀行代理業に関して、お客様から直接、金銭をお預かりすることはありません。 
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 以上 

 
本プレスリリースに関するお問い合わせ先 

SBIマネープラザ株式会社 総合企画部 03-6229-0166 


